
掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

８
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
窓
口
が

　
　
一
部
変
更
と
な
り
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
、
市
民
の
利
便

性
や
収
納
率
の
向
上
を
目
的
に
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護

保
険
料
の
収
納
業
務
を
納
税
課
に

移
管
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介

護
保
険
料
の
納
付
書
再
発
行
や
納

付
方
法
の
相
談
は
、
市
税
と
同
じ

く
、納
税
課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
収
納
業
務
を
除
く
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保

険
料
の
業
務
は
こ
れ
ま
で
ど
お

り
、
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療

係
、
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係
が

担
当
し
ま
す
。

i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
４
）、
介

護
福
祉
課
介
護
保
険
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
９
２
１
）、
納
税
課
管
理

係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
５
）

教
育
プ
ラ
ン
検
討
会
議
委
員
募
集

　

市
の
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施

策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
に
つ

い
て
、
検
討
・
審
議
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
で
、
令
和
６
年
４
月

１
日
現
在
１８
歳
以
上
の
方

s
２
人
（
選
考
）

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
８
年
３
月

３１
日
（
年
８
回
程
度
開
催
）

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

■
応
募
用
紙
配
布
場
所
等
庶
務

課
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
受

付
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

m
８
月
１６
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
明
記

し
、
庶
務
課
庶
務
係
（
〒
１８４

−

８

５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二

庁
舎
７
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
７
２

f
０４２

−

３８３

−

１
１
３
３
）
へ

委
員
選
任
結
果

　

公
募
委
員
選
考
基
準
等
に
よ

り
、
次
の
公
募
市
民
の
方
々
を
委

員
に
選
任
し
ま
し
た
。

【
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
】

▽
岸
野
勝
利
さ
ん
、
光
明
圭
介
さ

ん
、
富
永
泰
夫
さ
ん
、
橋
爪
文
彦

さ
ん
、
林
和
夫
さ
ん

i
ご
み
対
策
課
減
量
推
進
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
５
４
）

【�

公
共
施
設
在
り
方
検
討
委
員

会
】

▽
小
西
由
華
さ
ん
、
鈴
木
浩
司
さ

ん
、
谷
越
瑞
希
さ
ん

i
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
０
０
）

議
会
報
告
会「
し
ゃ
べ
り
場
」

　

市
議
会
の
報
告
（
保
育
政
策
、

地
域
公
共
交
通
、
気
候
危
機
、
消

防
団
、
主
権
者
教
育
な
ど
）
後
、

意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

d
b
８
月
９
日
（
金
）
午
後
７
時

～
９
時
＝
小
金
井　

宮
地
楽
器
ホ

ー
ル
小
ホ
ー
ル
、
１０
日
（
土
）
午

前
１０
時
～
正
午
＝
前
原
町
西
之
台

会
館
※
両
日
と
も
同
内
容

e
▽
保
育
・
手
話
通
訳
有
り
（
保

育
は
１
歳
以
上
。
８
月
５
日
ま
で

に
要
事
前
申
込
）

m
当
日
直
接
会
場
へ

i
議
会
事
務
局
庶
務
調
査
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
９
４
７
）

武
蔵
小
金
井
駅
北
口
駅
前
東
地

区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る

都
市
計
画
原
案
の
縦
覧
お
よ
び

意
見
書
の
受
け
付
け
に
つ
い
て

　

次
の
都
市
計
画
原
案
に
つ
い

て
、
縦
覧
お
よ
び
土
地
所
有
者
・

利
害
関
係
の
あ
る
方
か
ら
意
見
書

を
受
け
付
け
ま
す
。

■
対
象
都
市
計
画
原
案
▽
第
一
種

市
街
地
再
開
発
事
業
▽
地
区
計
画

▽
高
度
利
用
地
区

■
縦
覧
期
間
７
月
２６
日
（
金
）
～

８
月
８
日
（
木
）

■
縦
覧
場
所
等
都
市
計
画
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
５
階
）、
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー（
同
６
階
）、
主
な
市

内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
意
見
書
提
出
方
法
７
月
２６
日
～

８
月
１５
日
（
必
着
）
に
、
提
出
フ

ォ
ー
ム
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ

メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
、
住
所
・
氏

名
・
意
見
を
都
市
計
画
課
へ

i
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
（
〒

１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
５
９
f
０４２

−

３８６

−

２
６

１
９
as0

6
0
1
9
9
@
ko
ga
n
ei-

sh
i.jp

）

提出フォーム

〈保険証の更新〉
　８月１日からお使いいただく保険証（青竹色。令和７年７月３１日
まで有効）は、簡易書留で７月中旬以降に送付します。旧保険証は
８月１日以降、個人情報に注意して、ご自身で破棄してください。
〈�減額認定証・限度額適用認定証の更新〉
【�①住民税非課税世帯の方へ】
　被保険者で住民税非課税世帯の方には、申請により、入院時の
食事代や保険適用の負担が減額される限度額適用・標準負担額減
額認定証を交付します。
【�②自己負担割合が３割の方へ】
　同一世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも６９０万円
未満の方には、申請により、保険適用の医療費の自己負担限度額
が適用される限度額適用認定証を交付します。

――◇①②共通◇――
　有効期限はいずれも令和７年７月３１日です。現在交付されてい
る方で条件に該当する方は、改めて申請する必要はありません。
７月末までに新しい認定証を送付します。
　なお、１２月２日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化
され、同日から紙の保険証の交付、減額認定証および限度額認定
証の新規交付は終了となります。１２月１日までに交付されたもの
は、住所や負担割合、適用区分などに変更がなければ、記載され
ている有効期限まで使えます。

――◇全項共通◇――
i保険年金課高齢者医療係（市役所第二庁舎２階☎０４２−３８７−
９８３４）

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

８
月
の
相
談
日

相談名 と　き ところ・問合先

法 律 相 談 ８月１・６・８・１３・１５・
２０・２２・２７・２９日

午前９時
〜正午 ▷予約が必要です（法律相談、

税務相談は月１回まで）
▷法律相談、交通事故相談は、
７月１６日から、直接または電話
で受け付け
▷外国人相談は、相談日の１週
間前までに、直接または電話で
受け付け（For English consul- 
tations, reservation by phone 
or in person is requested a 
week in advance.）
▷その他の相談は、相談日の当
日午前９時〜正午に、直接また
は電話で受け付け
▷広報秘書課広聴係（市役所第
二庁舎１階☎０４２−３８７−９８１８）
へ予約してください

税 務 相 談 ８月１４・２８日

い
ず
れ
も
午
後
１
時
３０
分
か
ら

人 権 ・
身 の 上 相 談 ８月１９日

建 築・ 登 記・
表示登記相談 ８月７日

行 政 相 談 ８月１５日

相続等暮らしの
書類作成相談 ８月２１日

交通事故相談 ８月１３日

年金・労務・成
年後見制度相談 ８月６日

外
がい

国
こく

人
じん

相
そう

談
だん

（En g l i s h）
随
ずい

時
じ

（Irregular）

手話通訳者設置
▷午前９時〜午後１時＝８月５・１３・
１９・２６日▷午後１時〜５時＝８月１・
８・１５・２２・２９日

自立生活支援課（市役所第二庁
舎２階☎０４２−３８７−９８４１f０４２
−３８４−２５２４）

女性総合相談
（夫婦・家族・
人 間 関 係）

８月２・８・９・２３・３０日
午後１時３０分〜４時３０分
※保育有り（１歳以上の未就学児。要
事前申込）

▷ところ＝市民相談室
▷企画政策課男女共同参画室
（☎０４２−３８７−９８５３）へ予約し
てください

ひ と り 親・
女 性 相 談

月曜〜金曜日
（市役所執務時間内）

子育て支援課（市役所第二庁舎
３階☎０４２−３８７−９８３６）

教 育 相 談 月曜〜土曜日
午前９時〜午後４時３０分

教育相談所（本町６−５−３シ
ャト−小金井別館３階☎０４２−
３８４−２５０８）

消費生活相談
月曜〜金曜日
午前９時３０分〜午後４時
（正午〜午後１時を除く）

経済課（市役所第二庁舎４階☎
０４２−３８４−４９９９）

相談名 と　き ところ・問合先

労 働 相 談
月曜〜金曜日
午前９時〜午後５時
（正午〜午後１時を除く）

労働相談情報センタ−多摩事務所（立川市
柴崎町３−９−２　６階☎０４２−５９５−８００４）

高 齢 者 介 護
相 談

月曜〜土曜日
午前９時〜午後５時３０分

▷小金井きた地域包括支援センタ−
（桜町１−９−５☎０４２−３８８−２４４０）

▷小金井みなみ地域包括支援センタ−
（前原町５−３−２４☎０４２−３８８−８４００）

▷小金井ひがし地域包括支援センタ−
（中町２−１５−２５☎０４２−３８６−６５１４）

▷小金井にし地域包括支援センタ−
（貫井北町２−５−５☎０４２−３８６−７３７３）

高 齢 者 向 け
住宅改修相談

第１〜４火曜日、第２・４木曜日
午後１時１５分〜５時１５分
※電話で各地域包括支援センタ−
へ予約してください

木 造 住 宅
耐 震 相 談

第２木曜日
午後１時３０分〜４時３０分

まちづくり推進課住宅係
（市役所第二庁舎５階☎０４２−３８７−９８６１）
へ１週間前までに予約してください

シルバ−人材
セ ン タ −
入 会 相 談

第２木曜日
（祝日の場合は第１木曜日）
午後１時〜３時
（午後１時までに来所の方）

シルバ−人材センタ−本町作業所
（本町６−５−１６☎０４２２−２７−７１１７）

福祉サ−ビス
苦 情・ 相 談

水曜日
午後１時〜５時

福祉オンブズマン事務局
（市役所第二庁舎８階８０２会議室☎f＝０４２
−３８３−１２２５）へ予約してください

創 業 相 談
店舗・事務所
物件探し相談

月曜〜金曜日
午前１０時〜午後６時

▷ところ＝東小金井事業創造センタ−
（梶野町１−２−３６）
▷同センタ−ホ−ムペ−ジ
（https://ko-to.info/）申込フォ−ムま
たは電話（☎０４２２−３１−２０４０）で予約して
ください

福祉総合相談
（ひきこもり
相 談 含 む）

▷月曜〜金曜日
午前８時３０分〜午後５時
▷原則第１日曜日（市休日窓口の
第一開庁日に準ずる）

福祉総合相談窓口（自立相談サポ−トセン
タ−）
（本町５−３６−１７☎０４２−３８６−０２９５）

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 6・7・15 2


